
 

 

 

 

 

 

 
新年度を迎えて 

                                                        校長 倉前 喜一 
 
ご進級・ご入学おめでとうございます。今年度、校長として着任した倉前 喜一です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
桜の開花はしたものの４月に入り肌寒い日が続いておりましたが、子供たちの登校を待って

いたかのように、暖かな春の日差しを取り戻してきました。 
 令和７年度の児童数は、９日の入学式において７４名の１年生を迎え入れ、２年生９６名、
３年生６０名、４年生８７名、５年生７０名、６年生７１名、合計４５８名となりました。教
職員は、令和６年度末教職員の人事異動により１２名の職員が本校を去りましたが、本年度は
１５名の職員が転入し、新たな体制でスタートします。子供たちも新しい学年への期待を膨ら
ませながら、元気に登校してきました。これから子供たちのたくさんの笑顔に出会えることを
思うと胸が高鳴ります。 
さて、本校では、これまで育んできたよき伝統を継承しつつ、これからの時代にふさわしい

学校を創造し、子供たちが誇りと自信を持ち、地域への愛着を感じながら未来に向かってたく
ましく生き抜くために必要な「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の育成に向けて、次
のように学校教育目標を設定しました。 
 
 【学校教育目標】 
          〇 よく考える子 
      〇 思いやりのある子 
       〇 たくましい子 
  【めざす子供像】 
         〇 主体的・対話的に学ぶ子供、よく考える子供 
      〇 自分も他者も大切にする子供、創造性豊かな子供 
      〇 心身共に健やかな子供、粘り強く頑張る子供 

 
この学校教育目標を達成するためには、ご家庭や地域の皆様のご協力が欠かせません。ま

た、子供たちのよりよい成長を願う気持ちは、保護者の方も我々教職員も同じです。学校、保
護者、地域の三者が連携し、子供たちを育んでまいりましょう。特に保護者の皆様には、学習
面、生活面などの様々な面で、ご協力をお願いすることと思います。子供たちは、共に関わり
合いながら成長していきます。今年度も我が子だけにとどまらず、全ての東っ子のサポーター
として成長を見守り、ご支援いただけますようお願いいたします。 
 
 

令 和 ７ 年 ４ 月 ７ 日 （ 月 ） 

船 橋 市 立 高 根 東 小 学 校 

学 校 だ よ り  N O ． １ 
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■学校における合理的配慮の提供について  
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行により、「障害者に対して不当な差
別的扱いを行うこと」が禁止されると共に、国・地方公共団体（公立学校を含む）において、合
理的配慮の提供が義務となっています。本校においても、児童や保護者の方とよく相談しながら、
一人ひとりのニーズに応じた教育の充実を図っていきたいと考えております。この件に関しま
してご質問、ご要望があるときは学校（教頭）までご相談ください。 
 
■就学援助制度のお知らせ  

「就学援助制度」は、経済的理由により学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者に対
して、その一部を援助する制度です。就学援助の認定者は給食費も免除となります（但し、学
校徴収金は免除となりません）。申請を希望する方は、学校に用意してある「令和７年度就学援
助 申請書 兼 同意書」（市ホームページからもダウンロード可能）に必要事項を記入し必要書
類を添付して、学校へ提出してください。 
 
問合せ先  就学援助制度について 学務課    ０４７‐４３６‐２８５２ 

学校給食費について  保健体育課  ０４７‐４３６‐２４１８ 
 
■学校徴収金等について  

昨年度まで、教材費・学級費などの学校徴収金は、保護者の皆様より学校の口座に振込をして
いただいておりましたが、本年度より、支払い代行業者（学校モール）による登録口座からの
引き落としやコンビニ払い等の取扱いを開始いたします。詳細につきましては、後日お知らせ
します。また、学校給食費は、市の歳入歳出予算として管理します（給食費の公会計化）。これ
は、法に基づく適正な給食費の管理を行うことで、給食費の取り扱いにかかる事故防止を図る
ことや、給食費負担の公平性を確保していく等を目的に行うものです。預金口座振替依頼書を
提出していただいた口座から、市が直接振替を行うことになります。ご理解、ご協力をお願い
いたします。 

 
■学校だより・学年だより・学校ホームページ等について  

学校だよりおよび学年だよりは、学校メールにて配付いたします。日々の教育活動の様子はホ
ームページの新着情報等に掲載しますのでご覧ください。また、後日「個人情報保護に関する
取組」についてのお知らせを配付いたしますので、ご確認の上、提出してください。加えて記
事の写真等の掲載について配慮を希望する方は、学校（教頭）までご連絡ください。 
 
■学校ネットパトロールの実施について 

船橋市教育委員会では、児童生徒がインターネット上でのトラブルに巻き込まれる危険性があ
る書き込みや不適切な画像等の早期発見・早期対応を行うことで、いじめや犯罪被害等から児
童生徒を守るために、学校ネットパトロールを実施しております。特に問題のある投稿・書き
込み等が検出された場合には、投稿削除などのご協力をいただくこともございますので、ご理
解、ご協力をお願いいたします。 
 
 

 

   



■千葉県教育研究会船橋支会（千教研）について 
千葉県では、教員の授業力・資質向上を目指して月に 1 度の研修を実施しております。船橋市
では基本的に水曜日の午後に研修日を設けております。その日は短縮４校時日課となり、給食
後１３：１０下校になります。ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★本校ホームページをご覧ください！ 
新着情報にて、最新情報や日々教育活動や 
児童の様子を中心に掲載していきます。 

高根東小 


